
申
告
相
談
受
付
期
間　
2
月
16（
月
）〜
３
月
16（
月
）（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）

所
得
税
の
確
定
申
告
・
住
民
税
申
告
の
ご
案
内

確
定
申
告
が
必
要
に
な
る
主
な
方

①
所
得
の
合
計
額
が
所
得
控
除
の
合
計
額
を

超
え
る
方

②
給
与
等
の
収
入
金
額
が
２
，０
０
０
万
円
を

超
え
る
方

③
給
与
所
得
と
退
職
所
得
以
外
の
所
得
の
合

計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

④
複
数
の
事
業
所
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
方

で
、
年
末
調
整
を
受
け
て
い
な
い
給
与
の
収

入
金
額
と
退
職
所
得
以
外
の
所
得
の
合
計

額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

※
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
な
い
方
で
も
、

医
療
費
控
除
な
ど
を
申
告
す
る
こ
と
で
所

得
税
が
還
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額（
２
か
所
以
上

あ
る
場
合
は
、
そ
の
合
計
額
）が
４
０
０
万

円
以
下
、
か
つ
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑

所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
、
20
万
円
以

下
の
方
は
確
定
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収
票

に
記
載
の
な
い
控
除
を
受
け
る
場
合
は
住

民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

　
平
成
27
年
１
月
１
日
に
甲
賀
市
に
居
住
し

て
い
る
方
で
、
確
定
申
告
を
し
て
い
な
い
方

申
告
相
談
日
程

期
間��

２
月
16
日（
月
）～
３
月
16
日（
月
）	

（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）

時
間��

各
会
場　
９
時
～
11
時
30
分
、
13
時

～
16
時

対
象�

甲
賀
市
の
申
告
会
場
で
は
、
平
成
27

年
１
月
１
日
現
在
、
甲
賀
市
に
住
民
登
録
の

あ
る
方
の
み
で
す
。

　
次
の
申
告
に
つ
い
て
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
の

で
、税
務
署
の
申
告
会
場
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

•
譲
渡
所
得（
土
地
や
株
式
を
売
っ
た
と
き
の

所
得
）の
あ
る
方

•
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
初
め
て
申
告

す
る
方

•
事
業
所
得（
農
業
・
営
業
等
の
所
得
）の
合

計
収
入
額
が
１
０
０
０
万
円
以
上
の
方

•
雑
損
控
除
を
受
け
る
方

•
青
色
申
告
、
消
費
税
の
申
告
、
過
年
度
の

確
定
申
告
、
死
亡
さ
れ
た
方
の
申
告（
準

確
定
申
告
）

•
そ
の
他
複
雑
な
内
容
の
申
告

申
告
相
談
時
の
お
願
い

　
農
業
所
得
・
営
業
所
得
な
ど
、
事
業
所
得

の
あ
る
方
は
、
必
ず
事
前
に
収
支
内
訳
書
を

作
成
し
て
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

　
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、
領
収
書

を
「
医
療
を
受
け
た
人
ご
と
・
病
院
別
・
支

払
日
順
」
に
並
べ
、
合
計
額
を
計
算
し
記
載

し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　

昨
年
の
申
告
書
の
控
え
を
お
持
ち
の
場
合

は
、必
ず
申
告
相
談
時
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

が
対
象
で
す
。

①
給
与
や
年
金
以
外
の
所
得
が
あ
る
方

②
給
与
を
受
け
て
い
る
方
で
、
事
業
所
か
ら

給
与
支
払
報
告
書
が
甲
賀
市
に
提
出
さ
れ

て
い
な
い
方

③
医
療
費
控
除
な
ど
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

④
甲
賀
市
以
外
の
市
町
村
に
居
住
す
る
方
の

扶
養
に
な
っ
て
い
る
方

申
告
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑

②
収
入
が
わ
か
る
書
類

•
給
与
や
年
金
が
あ
る
方
は
源
泉
徴
収
票

（
原
本
）

•
農
業
、
営
業
、
不
動
産
の
所
得
が
あ
る
方
は

収
支
内
訳
書（
事
前
に
作
成
し
て
お
く
こ
と
）

•
右
記
以
外
の
所
得
が
あ
る
方
は
、
そ
の
所

得
を
証
明
す
る
書
類

③
控
除
を
受
け
る
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
証
明

書
等

•
国
民
年
金
保
険
料
、
任
意
継
続
の
健
康
保

険
料
の
証
明
書

•
生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
な
ど
の
証
明
書

•
医
療
費
の
領
収
書
（
合
計
額
を
計
算
し
て

お
く
こ
と
）

•
そ
の
他
、
受
け
よ
う
と
す
る
控
除
の
必
要
書
類

簡易チェック

問
い
合
わ
せ

住民税について：税務課
☎６５-０６７９／ ６３-４５７４
所得税について：水口税務署
☎ 62-０３１４（自動音声）

A�確定申告が必要です（金額・内容によっ
ては住民税申告となる場合があります）

B住民税申告が必要です
C申告の必要はありません

チェック

給
与
の
収
入
が
あ
る
方

公
的
年
金
収
入
が
あ
る
方

給
与
・
公
的
年
金
以
外
の

所
得
が
あ
る
方

★
源
泉
徴
収
票
の
控
除
の�

内
容
に
変
更
が
あ
る�

（
扶
養
の
増
減
や
控
除
の
追
加
な
ど
）

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえいいえ

はい

はい

はいはい

左下
★へ

左下
★へ

左下
★へ

左下
★へ

A

A

BC

B

B

AA

勤
務
先
で
年
末
調
整
を
済
ま
せ
た

公
的
年
金
収
入
が

４
０
０
万
円
以
下
で
あ
る

年
末
調
整
を
し
た
給
与
所
得
以
外
に

別
の
給
与
収
入
や
他
の
所
得
が
あ
る

公
的
年
金
以
外
の
所
得
が
あ
る

別
の
給
与
収
入
や
他
の
所
得
が

合
わ
せ
て
20
万
円
以
下
で
あ
る

公
的
年
金
以
外
の
所
得
が

20
万
円
以
下
で
あ
る

所
得
の
合
計
額
が
所
得
控
除
の

合
計
額
を
超
え
て
い
る

④
還
付
が
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
申
告
者
本

人
の
口
座
番
号
、
金
融
機
関
名
、
支
店
名

が
わ
か
る
も
の

国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
支
払
証
明
が
必
要
な
方
へ

　
水
口
庁
舎
市
民
課
、
ま
た
は
旧
支
所
で
あ

る
土
山
・
甲
賀
大
原
・
甲
南
第
一
・
信
楽
地

域
市
民
セ
ン
タ
ー
に
て
無
料
で
発
行
し
ま
す

が
、
申
告
書
に
添
付
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
普
通
徴
収
分
の
み
）

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
て
い
る
方
へ

■
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明
書
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
社
会
保
険
料
控
除

と
し
て
そ
の
年
の
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
、
税

額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
平
成
26
年
中
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

さ
れ
た
方
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
「
社

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明

書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
書

の
提
出
の
際
に
は
必
ず
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
控
除
証
明
書
に
関
す
る
照
会
、
再
発
行
の

依
頼
に
つ
い
て
は
、
日
本
年
金
機
構
へ
直
接

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
前
納
の
控
除
方
法
に
つ
い
て

　
１
年
前
納
・
２
年
前
納
を
年
末
調
整
や
確

定
申
告
の
社
会
保
険
料
控
除
に
利
用
さ
れ
る

場
合
は
、
全
額
を
納
め
た
年
に
控
除
す
る
方

法
と
各
年
分
の
保
険
料
に
相
当
す
る
額
を
各

年
に
控
除
す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
草
津
年
金
事
務
所
・
国
民
年

金
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問い合わせ
【
控
除
証
明
書
に
つ
い
て
】

日
本
年
金
機
構　
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０‐０
５
８‐５
５
５

【
前
納
の
控
除
方
法
に
つ
い
て
】

草
津
年
金
事
務
所
・
国
民
年
金
課

☎
０
７
７‐５
６
７‐２
２
２
０

保
険
年
金
課　
国
保
年
金
係

☎
６
５‐０
６
８
８
／

６
３‐４
６
１
８

水口 甲南 甲賀 土山 信楽
会場

月日 曜
水口社会福祉センター
１階　福祉ホール

甲南庁舎
２階　大会議室

甲賀大原地域市民センター
２階　会議室

土山開発センター
２階　研修室２Ａ�２Ｂ

信楽開発センター
１階　大集会室

２月１６日（月）

伴谷地区 中部学区 ※ご注意
この期間は開催
しておりません。

大野学区 朝宮・多羅尾学区２月１７日（火）
２月１８日（水）

信楽学区２月１９日（木） 山内学区２月２０日（金）

柏木地区 第2学区２月２３日（月）

大原学区
※ご注意

この期間は開催
しておりません。

※ご注意
この期間は開催
しておりません。

２月２４日（火）
２月２５日（水）

希望ヶ丘学区２月２６日（木）

貴生川地区
２月２７日（金）
３月�２日（月）

※ご注意
この期間は開催
しておりません。

土山学区 雲井学区３月�３日（火）

第1学区
３月�４日（水）
３月�５日（木）

岩上地区 小原学区３月�６日（金） 鮎河学区
３月�９日（月）

油日学区 ※ご注意
この期間は開催
しておりません。

※ご注意
この期間は開催
しておりません。

３月１０日（火） 水口・綾野地区の
農業所得者

営業等所得者
３月１１日（水）

第3学区３月１２日（木） 水口・綾野地区の
上記以外の所得者 佐山学区３月１３日（金）

３月１６日（月） 未相談者

◦該当する日に都合がつかない方は、他の日や会場でも受付できます。
◦駐車場の台数が限られていますので、できるだけマイカーでのご来場はご遠慮ください。
◦�申告会場への電話問い合わせは受け付けていません。直接、税務課または水口税務署
へご連絡ください。

4平成27年 1月15日5 平成 27年 1月15日


